
電気需給約款【低圧】新旧対照表 
 

新条文 現行条文 
備考 

Ⅰ 総則 

2026 年 3 月 1日改定 

【 １ 適用 ～ 6 需給契約の申込み 表記省略 】 

7 需給契約の成立および契約期間 

(1) 需給契約は，申込みを当社が承諾したときに成立いたします。 

(2) 当社は法令，電気の需給状況，供給設備の状況，当社の設定する与信基準等により，

電気需給契約の申し込みを承諾できない場合があります。 

(3) 契約期間は，需給契約が成立した日から，廃止または解約により需給契約が消滅する

日までといたします。 

イ・ロ 削除 

 

 

【 8 料金の算定 ～ 42 管轄裁判所 表記省略 】 

 

附  則 

1 本約款の実施期日 

本約款は，2016 年 4 月 1日から実施いたします。 

本約款は，2026 年 3 月 1日から変更し実施いたします。 

 

別  表 

【 1 契約種別は、次のとおりといたします。 ～ 3 市場価格調整 表記省略 】 

3. 4．電力調達調整 

(1) 電力調達調整額 

イ 電力調達調整単価 

供給エリアに応じて当社が定める単価といたします。 

ロ 電力調達調整額 

従量電灯の場合 

電力調達調整額は，その 1 月の使用電力量にイの電力調達調整単価を適用して算定

いたします。 

(2) 電力調達調整単価のお知らせ 

当社は，当社が適当と判断した方法により，電力調達調整単価をお客さまにお知らせい

たします。 

 

【 5．使用電力量の協定 ～ 8．当社の取次業者市場価格調整 表記省略 】 

Ⅰ 総則 

2024 年 3 月 1日改定 

【 １ 適用 ～ 6 需給契約の申込み 表記省略 】 

7 需給契約の成立および契約期間 

(1) 需給契約は，申込みを当社が承諾したときに成立いたします。 

(2) 当社は法令，電気の需給状況，供給設備の状況，当社の設定する与信基準等により，

電気需給契約の申し込みを承諾できない場合があります。 

(3) 契約期間は，次によります。 

イ 契約期間は，需給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降 1 年目の日まで

といたします。 

口 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は，需給契約は，契

約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

【 8 料金の算定 ～ 42 管轄裁判所 表記省略 】 

 

附  則 

1 本約款の実施期日 

本約款は，2016 年 4 月 1日から実施いたします。 

本約款は，2024 年 3 月 1日から変更し実施いたします。 

 

別  表 

【 1 契約種別は、次のとおりといたします。 ～ 3 市場価格調整 表記省略 】 

3. 4．電力調達調整 

(1) 電力調達調整額 

イ 電力調達調整単価 

 税抜価格 税込価格 

1 キロワット時につき ４円 00 銭 ４円 40 銭 

 

ロ 電力調達調整額 

従量電灯の場合 

電力調達調整額は，その 1月の使用電力量にイの電力調達調整単価を適用して算定い

たします。 

 

【 5．使用電力量の協定 ～ 8．当社の取次業者市場価格調整 表記省略 】 

 

 

※改定日変更 

 

 

 

 

 

※契約期間変更

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

※実施日変更 

 

 

 

 

※電力調達調整

単価をエリアご

とに設定するこ

とによる変更 

 

 

 

 

※適用開始日、電

力調達調整単価

のお知らせを追

加 

 

 

 


